
 

平成 28 年 10 月 13 日に第 17 回審議会を開催いたしました。諮問事項につきましては慎重な審

議が行われ、審議会から異議がない旨の答申を頂きました。報告事項につきましては、各委員から貴

重なご意見を頂きました。 

 

 

 

 

 

 

 以下の手続きをされる際には、UR 都市機構（0226-21-5253）にお問い合わせください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工事の進捗状況（平成 28 年 10 月末時点）は次のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 なお、毎月の工事進捗状況は当事業ホームページ http://dream.kesennuma.com/に掲載して 

おります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 鹿折地区被災市街地復興土地区画整理事業につきましては、早期復興に向け、努めてまいりました

が、一部の宅地について、宅地等完成計画を見直す必要が生じました。影響のある方々におかれまし

ては、大変ご迷惑をおかけいたしますこと、深くお詫び申し上げます。 

 宅地等完成計画見直しの詳細については、次頁に記載しておりますので、ご覧ください。 

 

 

土地利用意向調査にご協力頂いた方々につきましては、お忙しいなか、ご回答頂き誠にありがとう

ございました。集計結果は以下のとおりです。 

 

＜調査の概要＞ 

（調査票発送） 平成 28 年 8 月 19 日  （回答期限） 平成 28 年 9 月 10 日  

※その後も回答の提出があったことから、平成 28 年 10 月 31 日までの回答で取りまとめを実施 

  

＜土地引渡し後の土地利用方法＞ 

 「自己利用」、「賃貸・売却希望」、「既に利用」と回答 

された方々を土地活用の意向があると扱うと、8 割弱の 

方々が、前向きな土地活用の意向があることがわかりま 

した。 

 また、以下のご意見も頂いております。 

 

主なご意見（抜粋） 

・周辺の再建状況次第で、土地利用の時期を決定したい。 

・賃貸または売却したいが相手の見つけ方がわからない。 

・経済的に自宅再建が困難 

 

頂いたご意見を参考に、以下のことを徹底していきます。 

 

・まちづくりマップの定期的な更新 

 ⇒まちづくりマップのダウンロードは気仙沼市 HP から 

（www.kesennuma.miyagi.jp） 

・エントリー制度等の活用によるマッチング支援の実施 

 ⇒エントリー制度に関しては、UR 都市機構（0226-23-4001）までお問い合わせください。 

・再建に向けた助成制度の再周知実施 

基礎撤去 地盤改良 搬入土 盛土 
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 ご意見・お問い合わせはこちらまでお願いします。 

（事業受託者） 

独立行政法人都市再生機構 （UR 都市機構） 

宮城・福島震災復興支援本部 気仙沼復興支援事務所 

〒988-0066 宮城県気仙沼市東新城３－10－３ 

TEL：0226-23-4001  FAX：0226-22-8651 
 
（事業施行者） 

気仙沼市 建設部 都市計画課 土地区画整理室 

〒988-8501 宮城県気仙沼市八日町１－１－１ 

TEL：0226-22-3416（直通） 

※ 掲載記事について無断転載などはおやめください。 

工事の進捗状況について 

土地利用意向調査の結果について（報告） 

第 17 回審議会の開催について（報告） 

＜議事内容＞ （1）【報告】換地設計及び仮換地指定の軽微な変更について 

  （2）【諮問】仮換地指定について 

  （3）【報告】その他（まちづくりマップ他について） 

第 17 回審議会（平成 28 年 10 月 13 日） 
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問2 土地利用の方法について

調査対象敷地数 回収敷地 回収率
427 303 71.0%

宅地等完成計画の見直しについて 
UR 都市機構からのお願い 

前向きな土地活用の意向がある方々 

・自己利用の方 37.8% 

・賃貸希望の方 26.1% 

・売却希望の方 12.0% 

・既に利用している方 1.8% 

 計 77.7% 

○地区内で建築行為等をされる場合 

 ・建築確認申請前に“土地区画整理法第 76 条”の許可が必要となります。 

○各種証明書の発行手続きが必要な場合 

 ・仮換地指定証明書（仮換地指定後に発行可）…金融機関融資など 

 ・底地証明書（仮換地指定後に発行可）…土地区画整理法第 76 条申請、建物表示登記申請など 

 ・区域内証明書（常時発行可）…金融機関融資など 

平成 28 年 12 月 1 日発行 

第13号 

平成 28 年 12 月 2 日 建設部都市計画課 東日本大震災調査特別委員会（３）参考資料 

 

-1- -4- 

http://dream.kesennuma.com/
http://www.kesennuma.miyagi.jp/


 

 

 

これまで、下図にて宅地等完成計画をお知らせしておりましたが、一部の宅地について、見直す必要

が生じました。影響のある方々におかれましては、大変ご迷惑おかけいたしますこと、深くお詫び申し

上げます。何卒、ご理解いただきますようお願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

下図の赤線で囲んだエリアが見直しとなる箇所であり、主な要因は次のとおりです。 

① ライフラインの移設調整や、道路等の施工調整に時間を要したため 

② （仮称）鹿折橋橋梁工事において、施工調整と修正設計に時間を要したため 

③ 物件の移設に向けた調整に時間を要したため 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（仮称）鹿折橋 

宅地等完成計画見直しの内容について 
 

・この図は造成工事完成予定を示しており、宅地については造成工事完成後の諸手続き（検査等）を経て、引渡しを行うこととなります。具体の宅地引渡し時期については、お問い合わせください。 

・「条件つき宅地引渡しエリア」については、前面道路等が一部未完成であっても、建築着工が可能な場合があります。具体な建築計画がある場合等はご相談ください。 

・今後も盛土の沈下収束期間や、ライフラインの移設・新設等、宅地等完成計画への影響が懸念される要因がありますので、時期や範囲が見直しとなることがあります。 

・造成工事完成予定を示しており、公園等につきましては、造成工事完成後に施設整備を行います。（災害公営住宅南側公園の造成工事は完成しています。） 
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